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第
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七
十
二
号
　
　
令
和
六
年
五
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
七
九

山
梨
県
公
報

第
四
百
七
十
二
号

令
和
六
年五

月
二
十
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
公
金
事
務
の
委
託	

一
七
九

○
道
路
の
区
域
変
更	

一
七
九

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
全
部
解
除	

一
七
九

公

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
二
件
）	

一
八
〇

教
育
委
員
会

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
二
件
）	

一
八
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
防
災
新
館
P
F
I
株
式
会
社
　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
三
十
番
二
号

二
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
　
山
梨
県
防
災
新
館
の
地
下
駐
車
場

使
用
料

三
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日
及
び
公
金
事
務
を
委
託
し
た
日
　
令
和
六
年
四
月
一
日

四
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
及
び
委
託
の
期
間
　
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

五
　
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
納
人
か
ら
納
付
を
受
け
る
方
法
　
現
金

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
六
月
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
河
口
湖
精
進
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
湖
中
二
五
八
五

番
一
九
八
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
桑
崎
二
六
〇
〇

番
一
地
先
ま
で

旧

五
・
八
～

　
　
　
　
八
・
七

五
〇
六
・
四

新

八
・
七
～

　
　
　
四
九
・
九

五
〇
六
・
四

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
定

を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

及
び
衝
撃
に

関
す
る
事
項

解
除

事
項

指
定
告
示

山
梨
市

明
神
沢

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

全
部

平
成
十
九
年
山
梨
県
告
示

第
二
百
二
十
九
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
七
十
二
号
　
　
令
和
六
年
五
月
二
十
日

一
八
〇

公
　
　
　
告

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
ツ

沢
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

及
び
衝
撃
に

関
す
る
事
項

解
除

事
項

指
定
告
示

山
梨
市

明
神
沢

土
石
流

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

全
部

平
成
十
九
年
山
梨
県
告
示

第
二
百
二
十
九
号

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

平
賀
光
長

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
九

十
一
番
地

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

同

横
森
礼
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
三

十
九
番
地

同

同

横
森
和
成

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
七

十
二
番
地

同

同

平
賀
孝
徳

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
八

十
七
番
地
一

同

同

横
森
政
純

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
八

番
地

同

同

横
森
義
信

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
二

十
一
番
地

同

同

西
海
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
三

十
六
番
地

同

同

平
賀
忠
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
四
番
地

同

同

山
本
拓
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
二

十
三
番
地

同

同

坂
本
朋
子

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
三

十
三
番
地

同

同

横
森
喜
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
五

十
一
番
地

同

同

相
山
拓
也

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
八

十
六
番
地

同

同

横
森
宏
尹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
八
百
二
十

五
番
地
三

同

同

横
森
友
子

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
四
十

九
番
地

同

同

山
田
真
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
二
十
九

番
地

同

同

斉
藤
博
志

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
十
一

番
地

同

同

平
賀
紀
文

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
千
三
百
七
番
地
同

同

峰
岸
弘
輔

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
六
千
二
百
二

十
二
番
地

同

同

福
田
邦
明

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
二
百
二

十
三
番
地

同

同

横
内
清
昭

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
六

十
八
番
地
四

同

監
事

平
賀
久
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
五
番
地

同

同

跡
部
俊
保

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
十
七
番

地

同

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

平
賀
光
長

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
九

十
一
番
地

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

同

横
森
礼
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
三

十
九
番
地

同

同

横
森
和
成

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
七

十
二
番
地

同

同

平
賀
孝
徳

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
八

十
七
番
地
一

同

同

横
森
政
純

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
八

番
地

同

同

横
森
義
信

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
二

十
一
番
地

同

同

西
海
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
三

十
六
番
地

同

同

平
賀
忠
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
四
番
地

同

同

山
本
拓
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
二

十
三
番
地

同

同

坂
本
朋
子

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
三

十
三
番
地

同

同

横
森
喜
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
五

十
一
番
地

同

同

相
山
拓
也

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
八

十
六
番
地

同

同

横
森
宏
尹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
八
百
二
十

五
番
地
三

同

同

横
森
友
子

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
四
十

九
番
地

同

同

山
田
真
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
二
十
九

番
地

同

同

斉
藤
博
志

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
十
一

番
地

同

同

平
賀
紀
文

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
千
三
百
七
番
地
同

同

峰
岸
弘
輔

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
六
千
二
百
二

十
二
番
地

同

同

福
田
邦
明

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
二
百
二

十
三
番
地

同

同

横
内
清
昭

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
六

十
八
番
地
四

同

監
事

平
賀
久
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
五
番
地

同

同

跡
部
俊
保

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
十
七
番

地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
七
十
二
号
　
　
令
和
六
年
五
月
二
十
日

一
八
一

二
　
就
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

平
賀
光
長

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
九

十
一
番
地

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

同

横
森
礼
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
三

十
九
番
地

同

同

横
森
和
成

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
七

十
二
番
地

同

同

平
賀
孝
徳

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
八

十
七
番
地
一

同

同

横
森
政
純

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
八

番
地

同

同

横
森
義
信

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
二

十
一
番
地

同

同

西
海
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
三

十
六
番
地

同

同

平
賀
忠
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
四
番
地

同

同

山
本
拓
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
二

十
三
番
地

同

同

坂
本
朋
子

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
三

十
三
番
地

同

同

横
森
喜
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
五

十
一
番
地

同

同

相
山
拓
也

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
八

十
六
番
地

同

同

横
森
宏
尹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
八
百
二
十

五
番
地
三

同

同

横
森
友
子

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
四
十

九
番
地

同

同

山
田
真
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
二
十
九

番
地

同

同

斉
藤
博
志

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
十
一

番
地

同

同

平
賀
紀
文

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
千
三
百
七
番
地
同

同

峰
岸
弘
輔

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
六
千
二
百
二

十
二
番
地

同

同

福
田
邦
明

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
二
百
二

十
三
番
地

同

同

横
内
清
昭

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
六

十
八
番
地
四

同

監
事

平
賀
久
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
五
番
地

同

同

跡
部
俊
保

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
十
七
番

地

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

望
月
賢
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
四
番

地

令
和
五
年
四
月
一
日

同

平
賀
豊
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
十

一
番
地
二

同

同

横
森
哲

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
七

十
四
番
地

同

同

横
森
正
樹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
七

番
地

同

同

岡
田
一
真

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
三

十
六
番
地

同

同

佐
藤
雅
之

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
五
百
二
十

七
番
地

同

同

平
賀
新
一

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
五

十
三
番
地

同

同

西
海
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
三

十
六
番
地

同

同

横
森
精

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
三
十
六

番
地

同

同

平
賀
な
つ
江
韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
二
番
地

同

同

小
林
義
孝

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
四

番
地
一

同

同

佐
藤
昌
敏

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
五

十
六
番
地

同

同

岡
田
孝
雄

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
八
百
二

十
六
番
地

同

同

横
森
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
二

十
番
地

同

同

相
山
泰

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
八
十

四
番
地

同

同

横
森
圭

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
六
十
八

番
地

同

同

宮
川
英
男

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
二
百
四
十
五
番

地

同

同

横
森
光
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
六
千
二
百
十

六
番
地

同

同

横
森
淳
彦

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
三
百
四

十
番
地

同

同

平
賀
光
長

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
九

十
一
番
地

同

監
事

平
賀
久
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
五
番
地

同

同

跡
部
俊
保

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
十
七
番

地

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

望
月
賢
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
四
番

地

令
和
五
年
四
月
一
日

同

平
賀
豊
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
十

一
番
地
二

同

同

横
森
哲

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
七

十
四
番
地

同

同

横
森
正
樹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
七

番
地

同

同

岡
田
一
真

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
三

十
六
番
地

同

同

佐
藤
雅
之

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
五
百
二
十

七
番
地

同

同

平
賀
新
一

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
五

十
三
番
地

同

同

西
海
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
三

十
六
番
地

同

同

横
森
精

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
三
十
六

番
地

同

同

平
賀
な
つ
江
韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
二
番
地

同

同

小
林
義
孝

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
四

番
地
一

同

同

佐
藤
昌
敏

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
五

十
六
番
地

同

同

岡
田
孝
雄

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
八
百
二

十
六
番
地

同

同

横
森
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
二

十
番
地

同

同

相
山
泰

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
八
十

四
番
地

同

同

横
森
圭

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
六
十
八

番
地

同

同

宮
川
英
男

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
二
百
四
十
五
番

地

同

同

横
森
光
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
六
千
二
百
十

六
番
地

同

同

横
森
淳
彦

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
三
百
四

十
番
地

同

同

平
賀
光
長

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
九

十
一
番
地

同

監
事

平
賀
久
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
五
番
地

同

同

跡
部
俊
保

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
十
七
番

地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
七
十
二
号
　
　
令
和
六
年
五
月
二
十
日

一
八
二

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
四
ヶ

村
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

望
月
賢
治

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
四
番

地

令
和
五
年
四
月
一
日

同

平
賀
豊
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
十

一
番
地
二

同

同

横
森
哲

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
七

十
四
番
地

同

同

横
森
正
樹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
七

番
地

同

同

岡
田
一
真

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
三

十
六
番
地

同

同

佐
藤
雅
之

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
五
百
二
十

七
番
地

同

同

平
賀
新
一

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
五

十
三
番
地

同

同

西
海
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
五
百
三

十
六
番
地

同

同

横
森
精

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
三
十
六

番
地

同

同

平
賀
な
つ
江
韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
二
番
地

同

同

小
林
義
孝

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
四
百
四

番
地
一

同

同

佐
藤
昌
敏

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
三
百
五

十
六
番
地

同

同

岡
田
孝
雄

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
八
百
二

十
六
番
地

同

同

横
森
正
行

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
二

十
番
地

同

同

相
山
泰

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
百
八
十

四
番
地

同

同

横
森
圭

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
六
十
八

番
地

同

同

宮
川
英
男

韮
崎
市
穂
坂
町
柳
平
二
百
四
十
五
番

地

同

同

横
森
光
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
六
千
二
百
十

六
番
地

同

同

横
森
淳
彦

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
三
千
三
百
四

十
番
地

同

同

平
賀
光
長

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
九

十
一
番
地

同

監
事

平
賀
久
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
八

十
五
番
地

同

同

跡
部
俊
保

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
百
十
七
番

地

同

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

小
澤
光
昭

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
九
十
二
番

地

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

同

手
塚
光
洋

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
九
百
七
十
九

番
地
二

同

同

齋
藤
輝
文

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
五
十
九

番
地

同

同

田
中
和
義

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
三
百
五
十
三

番
地
一

同

同

清
水
久

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
九
百
六
十
三

番
地

同

同

清
水
孝
眞

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
十
三
番
地
同

同

清
水
栄
男

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
八
十
一
番
地

同

同

穴
水
敬
一

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
六
十
二
番

地

同

同

清
水
文
徳

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
六
番
地
一
同

同

手
塚
孝
二

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
三
十
八
番

地

同

同

塩
谷
登

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
三
百
二
十
一
番

地

同

同

久
保
田
光

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
千
五
百
八

十
六
番
地

同

同

遠
藤
寛

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
千
百
五
十
四

番
地
一

同

監
事

齋
藤
寛
樹

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
八
番
地
同

同

穴
水
久
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
八
十
二
番

地

同

同

山
本
正
敏

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
七
百
七
十
六
番

地

同

同

西
野
秀
一

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
四
百
七
番
地
一
同

同

清
水
景
子

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
一
番
地
同

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

小
澤
光
昭

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
九
十
二
番

地

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

同

手
塚
光
洋

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
九
百
七
十
九

番
地
二

同

同

齋
藤
輝
文

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
五
十
九

番
地

同

同

田
中
和
義

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
三
百
五
十
三

番
地
一

同

同

清
水
久

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
九
百
六
十
三

番
地

同

同

清
水
孝
眞

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
十
三
番
地
同

同

清
水
栄
男

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
八
十
一
番
地

同

同

穴
水
敬
一

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
六
十
二
番

地

同

同

清
水
文
徳

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
六
番
地
一
同

同

手
塚
孝
二

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
三
十
八
番

地

同

同

塩
谷
登

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
三
百
二
十
一
番

地

同

同

久
保
田
光

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
千
五
百
八

十
六
番
地

同

同

遠
藤
寛

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
千
百
五
十
四

番
地
一

同

監
事

齋
藤
寛
樹

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
八
番
地
同

同

穴
水
久
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
八
十
二
番

地

同

同

山
本
正
敏

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
七
百
七
十
六
番

地

同

同

西
野
秀
一

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
四
百
七
番
地
一
同

同

清
水
景
子

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
一
番
地
同



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
七
十
二
号
　
　
令
和
六
年
五
月
二
十
日

一
八
三

教
育
委
員
会

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

二
　
就
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

小
澤
光
昭

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
九
十
二
番

地

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

同

手
塚
光
洋

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
九
百
七
十
九

番
地
二

同

同

齋
藤
輝
文

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
五
十
九

番
地

同

同

田
中
和
義

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
三
百
五
十
三

番
地
一

同

同

清
水
久

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
九
百
六
十
三

番
地

同

同

清
水
孝
眞

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
十
三
番
地
同

同

清
水
栄
男

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
八
十
一
番
地

同

同

穴
水
敬
一

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
六
十
二
番

地

同

同

清
水
文
徳

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
六
番
地
一
同

同

手
塚
孝
二

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
三
十
八
番

地

同

同

塩
谷
登

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
三
百
二
十
一
番

地

同

同

久
保
田
光

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
千
五
百
八

十
六
番
地

同

同

遠
藤
寛

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
千
百
五
十
四

番
地
一

同

監
事

齋
藤
寛
樹

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
八
番
地
同

同

穴
水
久
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
八
十
二
番

地

同

同

山
本
正
敏

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
七
百
七
十
六
番

地

同

同

西
野
秀
一

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
四
百
七
番
地
一
同

同

清
水
景
子

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
一
番
地
同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

小
澤
光
昭

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
九
十
二
番

地

令
和
六
年
四
月
一
日

同

田
中
和
義

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
三
百
十
四
番

地

同

同

齋
藤
寛
樹

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
八
番
地
同

同

秋
山
元
紀

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
九
百
九
十
七

番
地
一

同

同

大
柴
久

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
七
百
八
十

九
番
地

同

同

清
水
末
男

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
九
百
三
十
二

番
地

同

同

齋
藤
ひ
ろ
み
南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
二
十
二
番

地

同

同

穴
水
敬
一

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
六
十
二
番

地

同

同

秋
山
光
紀

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
九
百
九
十
七

番
地
一

同

同

飯
野
貴
美
雄
南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
四
番
地

同

同

志
村
一
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
四
十
五
番

地
一

同

同

西
野
健
一

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
八
百
六
十
一
番

地
一

同

同

栁
澤
清

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
千
六
百
二

十
八
番
地
一

同

同

望
月
保

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
七
百
十
四
番

地

同

監
事

清
水
孝
眞

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
十
三
番
地
同

同

穴
水
久
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
八
十
二
番

地

同

同

望
月
良
一

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
二
十
七
番
地
同

同

杉
山
幸
一

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
六
百
七
十
一
番

地

同

同

清
水
景
子

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
一
番
地
同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

小
澤
光
昭

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
九
十
二
番

地

令
和
六
年
四
月
一
日

同

田
中
和
義

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
三
百
十
四
番

地

同

同

齋
藤
寛
樹

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
八
番
地
同

同

秋
山
元
紀

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
九
百
九
十
七

番
地
一

同

同

大
柴
久

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
七
百
八
十

九
番
地

同

同

清
水
末
男

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
九
百
三
十
二

番
地

同

同

齋
藤
ひ
ろ
み
南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
二
十
二
番

地

同

同

穴
水
敬
一

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
六
十
二
番

地

同

同

秋
山
光
紀

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
九
百
九
十
七

番
地
一

同

同

飯
野
貴
美
雄
南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
四
番
地

同

同

志
村
一
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
二
千
四
十
五
番

地
一

同

同

西
野
健
一

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
八
百
六
十
一
番

地
一

同

同

栁
澤
清

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
千
六
百
二

十
八
番
地
一

同

同

望
月
保

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
七
百
十
四
番

地

同

監
事

清
水
孝
眞

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
十
三
番
地
同

同

穴
水
久
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
百
八
十
二
番

地

同

同

望
月
良
一

南
ア
ル
プ
ス
市
徳
永
千
二
十
七
番
地
同

同

杉
山
幸
一

南
ア
ル
プ
ス
市
榎
原
六
百
七
十
一
番

地

同

同

清
水
景
子

南
ア
ル
プ
ス
市
上
高
砂
千
百
一
番
地
同



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
七
十
二
号
　
　
令
和
六
年
五
月
二
十
日

一
八
四

四
　
落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

㈠
　
名
称
　
N
T
T
・
T
C
リ
ー
ス
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
番
七
十
号
品
川
シ
ー
ズ
ン
テ
ラ
ス
十
三
階

五
　
落
札
金
額
　
七
億
二
千
六
百
九
十
八
万
八
千
八
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
六
年
二
月
八
日

令
和
六
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

所
　
長
　
　
天
　
　
野
　
　
信
　
　
一

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
県
立
学
校
に
お
け
る
I
C
T
支
援
員
業
務

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
I
C
T
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
成
田
一
四
五
六
番
地

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

㈡
　
住
所
　
東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
二
十
五
番
十
二
号

五
　
落
札
金
額
　
四
千
三
百
三
十
八
万
八
千
四
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教 

育 

長
　
　
降
　
　
籏
　
　
友
　
　
宏

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
教
員
一
人
一
台
端
末
等

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
教
育
庁
高
校
教
育
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
六
年
三
月
十
九
日


